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む心 

植樹「ディゴ」と「ヒガンザクラ」後輩たちが「デ

ィゴ」のように強くすくすくと伸び「ヒガンザクラ」

のように、美しい人生の花を咲かせ、故郷の

自然を大切にする心を培って欲しいと祈念し

た。また「ディゴ」の前の標柱には前面に「大

島高等学校創立九十周年・関西安陵会

創立三十周年記念植樹」と印し、裏面には

「ふるさとエコロジーを守り育む心」と印した。

帰郷の折には、関西安陵会の諸君が母校

を訪ね、草をむしり、両木の実をお助け願い

たい。母校百周年そして二十一世紀に楽し

みを一つ残した有意義な一日であった。 

植樹された両

木のもとに藤

山校長先生

平勇登名誉

会長、勝久

会長、大山

幹事長、屋

宮前会長が

集まった。名

眞、碇山両

編集担当立

会いで厳粛

の内に鍬入

れを結んだ。 
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ご　　挨　　拶
関西安陵会 会長　栄　　俊　彦

　本日は、奄美大島から母校・大島高等学校の黒木浩二校長、安陵会本部顧問の藤山萬太先生、本年

７月に安陵会会長にご就任されました丸田卯禮男先生、安陵会本部副会長の楠田哲久様、東京から関

東安陵会の英辰次郎会長、福岡から福岡・佐賀安陵会の丹後敬子副会長お迎えし、また、関西奄美会

の岡本文治会長をはじめ、多くのご来賓、会員の皆様方のご出席を賜り、第 48 回関西安陵会総会を

開催出来ます事に対し、心から厚くお礼申し上げます。

　関西安陵会は、昭和 36 年の発足以来、歴代会長のご指導、ご尽力の下、役員と会員のご協力を頂いて、

会員の交誼を親密にし、その向上を図ると共に、母校発展のため大きく貢献してまいりました。

　さて、本年７月に安陵会会長をご勇退されました藤山萬太顧問は、母校創立 90 周年の時は現職校

長として、100 周年では安陵会会長として記念事業にご尽力され偉大なご功績を残されました。この

記念事業の成功は私達に安陵会会員であることの喜びと誇りを与えて下さいました。安陵会会長ご在

任中は、本部業務ご繁忙にも拘らず関西安陵会にご出席されて暖かいご指導、ご鞭撻を賜りました。

ここに関西安陵会を代表して深く感謝とお礼を申し上げます。

　本年度事業では、活動の活性化を図るため各回期幹事を委嘱して各期同窓会の当会への結集をお願

いし、会員相互の意思疎通と交流を図り「和親・協同・自治・奉仕」の安陵魂や伝統を継承して参り

たいと思います。新役職の事務局長は最新の会員名簿を整理し、広報文化部長は５月に「関西安陵会

　会報」を創刊いたしました。会報発行にご寄稿、ご協賛広告を頂きました皆様方に厚くお礼申し上

げます。また、広報活動を充実するため関西安陵会のホームページを開設し、執行部、各回期の活動

情報や会員の意見を発信して各分野の交流を促進すると共に、本部や各地区安陵会との連携を強めて

参ります。

　当会は、これまでに、奄美群島の各高等学校同窓会、関西奄美会、神戸奄美会、各市町村郷友会、

そして関東安陵会、福岡・佐賀安陵会の皆様方とも交流を深めているところでございます。お互いの

ふるさと奄美を思う気持ちは一つでございます。所属する各地区郷友会活動や奄美群島の振興発展の

ためにも相携えて頑張りましょう。

　私達、執行部役員一同は、関西安陵会 48 年の歴史と、伝統を尊重し、その事績に学び、これから

も努力いたしますので、会員の皆様方、ご来賓の皆様方の一層のお力添えを賜りますようお願い申し

上げます。

　最後に、皆様方のご健勝と、ご多幸をお祈り申し上げまして、ご挨拶といたします。

平成 20 年 10 月５日
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平成20年度  関 西 安 陵 会 総 会

第 I 部　総 会 式 次 第
 司　　会（副会長）植　田　勝　也

１　開会のことば 副 会 長　　糸　　　好　一

２　安陵愛唱歌（大中校歌）・大高校歌斉唱 司　　会　　　　　　　　　

３　郷土・母校遥拝 司　　会　　　　　　　　　

４　会長挨拶 会　　長　　栄　　　俊　彦

５　議事（報告事項） 司　　会　　　　　　　　　

　　１．平成19年度会務報告 幹 事 長　　久　野　卓三郎

　　２．平成19年度会計報告 会計部長　　興　　　末　吉

　　３．平成19年度会計監査報告 会計監査　　中　山　　　悟

６　来賓紹介 司　　会　　　　　　　　　

７　来賓祝辞 大島高等学校校長　　黒　木　浩　二　様

 安陵会本部会長　　丸　田　卯禮男　様

 安陵会本部顧問　　藤　山　萬　太　様

 関東安陵会会長　　英　　　辰次郎　様

 福岡・佐賀安陵会会長　　大　島　　　彰　様

 鹿児島県大阪事務所所長　　木　原　高　明　様

 関西奄美会会長　　岡　本　文　治　様

８　祝電披露 広報文化部長　　先　山　和　子

９　総会終了のことば 顧　　問　　安　田　茂　夫

関西安陵会のホームページ
　URL : http://www.kansaianryoukai.com

　メールアドレス : info@kansaianryoukai.com
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No 演　　　　題 回　　期 出　　演　　者

1 陵友合唱
“わたしのうたはふるさとです”

指揮 村田悦子
陵友コーラス部

2 乾杯 顧問 中井　和久

3 祝舞 大高 17 回 先山　和子

4 来賓ご挨拶
　安陵会本部副会長
　関西徳高会会長
　鹿児島県大阪事務所主査

大高 17 回

大高 43 回

楠田　哲久様
岸良　英文様
栄　あゆみ様

5 新役員紹介
新会員紹介　大高 59 回卒生

会長
会長

栄　　俊彦
栄　　俊彦

6 島唄
　朝花節
　くるだんど節

唄
三味線

石岡　春代
若杉　英樹

7 琉球舞踊　鳩間節 大高 20 回 竹内　ナナエ

8 安陵賛歌・愛唱歌他 大高 10 回 （指揮）村田　邦夫

9 合唱
−懐かしのメロディーとともに−

指揮 村田悦子
陵友コーラス部

10 各回期紹介・写真撮影 写真撮影
大高 10 回 岡山　茂弘

11 島唄
　よいすら節
　むちゃかな節
　豊年節

唄
三味線

石岡　春代
畠　　正久

12 総踊り　八月踊り、六調 関西八月踊り同好会

13 総合唱　応援歌・数え歌他 （指揮）
大高 10 回
大高 13 回

植田　勝也
和田　芳英

14 閉会のことば・万歳三唱 顧問 勝久　哲男

第 Ⅱ 部 　 演 芸 大 会 ＆ 懇 親 会
司会・進行
大高 19 回　　黒川　雅代
大高 20 回　　竹内　ナナエ
大高 21 回　　前島　美千枝

広報・文化部よりのお願い！！
来年４月に「関西安陵会会報」第２号を発刊します。
掲載記事及び名刺広告（名刺サイズ）を募集中です。

ご協力宜しくお願いします。先山

ああ  安
陵を・・

ああ  安
陵を・・















第１章　総　則
（名　　称）
第１条　　本会は関西安陵会と称し事務所を会長宅におく。

（目　　的）
第２条　　本会は会員相互の交誼を親密にし、その向上と母校の発展をはかることを目的とする。

（会　　員）
第３条　　本会は関西在住の元大島農学校、大島中学校および大島高等学校の卒業生を会員とし、旧

職員を客員とする。
　　　　　但し上記三校に在籍したことのある者で希望者は会員として認める。

（事　　業）
第４条　　本会はその目的を達成するため、名簿の作成、その他必要な事項を行なう。

第２章　会　議
（機　　関）
第５条　　本会を、運営するため次の機関を置く。
　　　　　①　総　会
　　　　　②　幹事会
　　　　　③　役員会

（総　　会）
第６条　　定期総会は毎年１回開くこととし、臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
　　　　　総会は、本会の最高の決議機関であり、幹事会の審議を経て、次の事項を付議する。
　　　　　①　会則の改廃
　　　　　②　会務、会計報告
　　　　　③　役員の承認
　　　　　④　その他の重要会務

（幹 事 会）
第７条　　幹事会は、総会に次ぐ決議機関で、役員及び幹事で構成し、必要に応じて会長が召集し、

次の事項を審議または決議する。
　　　　　①　総会に付議する議案の審議
　　　　　②　総会の付議事項のうち、緊急を要するもの
　　　　　③　本会の運営に関し、重要な事項

（役 員 会）
第８条　　役員会は、本会の目的達成のため、役員で構成し、会務の執行にあたる。

第３章　役　員
（役　　員）
第９条　　１．本会に次の役職員をおく。

関西安陵会会則
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　　　　　　①　会　　長　　　１　名
　　　　　　②　副 会 長　　　若干名
　　　　　　③　幹 事 長　　　１　名
　　　　　　④　副幹事長　　　若干名
　　　　　　⑤　幹　　事　　　若干名　　各回期より１名以上
　　　　　　⑥　会計監査　　　２　名
　　　　　　⑦　会　　計　　　２　名
　　　　　　⑧　顧　　問　　　若干名
　　　　　　⑨　相 談 役　　　若干名
　　　　　２．前項のほか、会務執行に必要な役職員を置くことができる。

（選　　出）
第10条　　会長は、幹事会で選出し総会の承認を得るものとする。副会長、幹事長、副幹事長、幹事、

会計、会計監査及び会務運営役職は幹事の中から、会長が委嘱する。
　　　　　顧問は会長経験者から、相談役は幹事長経験者及び会員中より優れた識見を有し、本会の

運営に特に必要な者を会長が委嘱する。

（職　　務）
第11条　　役員の職務は、次のとおりとする。
　　　　　①　会長は、本会を代表して会務全般を掌理する。
　　　　　②　副会長は、会長を補佐し会長事故あるときその職務を代理する。
　　　　　③　幹事長は、副幹事長及び幹事を指揮して会長を補佐し会務を掌る。
　　　　　④　幹事は、夫々の回期を代表し本会の運営に協力するものとする。
　　　　　⑤　会計監査は、会計を監査する。
　　　　　⑥　会計は、本会の経理一切を担当する。
　　　　　⑦　顧問及び相談役は、会長の要請により会議に出席するほか会長の諮問に応じ、本会の

発展に寄与するための会務の執行に協力する。

（任　　期）
第12条　　役員の任期は二カ年とする。但し再任を妨げない。

（名誉会長）
第13条　　本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は本会役員が推薦し総会の承認を得るもの

とする。

第４章　会　計
（会　　費）
第14条　　本会の経費は会費及び寄付金をもってあてる。
　　　　　１．会　　費　　年　額　三千円とし、年度始めに納入する。
　　　　　２．臨時会費　　その都度役員会で決定する。
　　　　　３．寄 付 金　　篤志家の寄付

（会計年度）
第15条　　本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日を以って終わる。

付　則　　本会則は平成14年10月13日から施行する。
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